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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衣服の胸側生地と背中側生地とが重なる脇線にあって、前記脇線に接し、前記胸側生地
と前記背中側生地にて構成された脇ポケットを設け、前記脇ポケットを形成する生地を前
記脇ポケットの表生地とした前記脇ポケットの表生地に前記背中側生地が選択され、選択
された前記背中側生地における前記脇線にて胸側生地に対面する脇下から裾までの生地の
形状は、前記脇ポケットの表生地を形成する生地としてコの字型に突出した前記脇ポケッ
ト表生地を備えた生地の形状とし、前記脇線に接する前記胸側生地の上に前記脇ポケット
表生地が備えられた前記脇ポケットにおいて、前記脇ポケットの表生地の上下左右４辺の
うち上端１辺を脇ポケットへの収納物の出し入れの開口部分とし、他の左右両端と下端の
３辺を脇ポケット閉口部分とした前記脇ポケットを設けることを特徴とする衣服の脇の脇
線に脇ポケットを有する衣類。
【請求項２】
　前記脇線に設けられた前記脇ポケットにおいて、前記脇ポケットの開口部分である前記
脇ポケットの表生地上端１辺の形状について、前記脇ポケットの表生地上端１辺の形状は
背中側末端から胸側末端に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角が徐々に大きくし曲線を描く
形状とすることを特徴とする請求項１に記載の衣服の脇に脇ポケットを有する衣類。
【請求項３】
  前記衣服の前記胸側生地と前記背中側生地とが重なる前記脇線にあって、前記脇線に接
し、前記胸側生地と前記背中側生地にて構成された脇ポケットを設け、前記脇ポケットを



(2) JP 6050533 B1 2016.12.21

10

20

30

40

50

形成する生地を前記脇ポケットの裏生地とした前記脇ポケットの裏生地に前記胸側生地が
選択され、選択された前記胸側生地における前記脇線にて前記背中側生地に対面する脇下
から裾までの生地の形状 は、前記脇ポケットの裏生地を形成する生地としてコの字型に
突出した前記脇ポケット裏生地を備えた生地の形状とし、前記脇線に接する前記背中側生
地の下に前記脇ポケット裏生地が備えられた前記脇ポケットにおいて、前記脇ポケットを
形成する４辺のうち前記脇線に接する胸側１辺の上部部分を前記脇ポケットへの収納物の
出し入れの開口部分とし、それ以外の前記脇ポケット胸側の脇線に接する１辺の前記開口
部より下に位置する下部部分と他の前記脇ポケット裏生地の上下両端と背中側の４辺を前
記脇ポケット閉口部分とした前記脇ポケットを設けることを特徴とする衣服の脇の脇線に
脇ポケットを有する衣類。
【請求項４】
　前記脇ポケットの前記脇線に接する前記脇ポケット上端開口部分において、前記脇ポケ
ットの裏生地に対面する前記背中側生地の前記脇ポケット上端開口部分の形状について、
前記背中側生地の前記脇ポケット上端開口部分の形状は前記脇ポケットの内側に向けて窪
むように楕円状の形状とすることを特徴とする請求項３に記載の衣服の脇に脇ポケットを
有する衣類。
【請求項５】
　ビジネスシャツ，ワイシャツ，カッターシャツ，カジュアルシャツ，フランネルシャツ
，デニムシャツ，ポロシャツ，トレーナー，Ｔシャツ，プルオーバー，ベスト，ブラウス
，ワンピース，ドレス，セーター，タンクトップ，キャミソールから選ばれることを特徴
とする請求項１または請求項２に記載する衣服の脇に脇ポケットを有する衣類。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衣服の両脇の脇線にて衣服の胸側生地と衣服の背中側生地とをつなぎ合わせ
るために重ね縫いする衣服であるビジネスシャツ，ワイシャツ，カッターシャツ，カジュ
アルシャツ，フランネルシャツ，デニムシャツ，ポロシャツ，トレーナー，Ｔシャツ，プ
ルオーバー，ブラウス，ワンピース，ドレス，セーター，タンクトップ，キャミソール等
において、衣服の胸側生地と背中側生地とをつなぎ合わせ重ね縫いする脇線箇所に設ける
衣服の脇の脇線に脇ポケットを有する衣類に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器の普及率は高まり国民の多くは
携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器を所有し常時持ち歩く時代へとなっている
。携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器の電子メール又は音楽映像配信などの機
能向上により鞄もしくは衣類のポケットから取り出して使う頻度が昔に比べて多くなって
いる。特に薄着になる春から夏そして秋にかけては、衣類のポケットの数も減り携帯電話
又はスマートフォンを持ち歩くのに不便さを伴っていた。通常、衣類には胸の箇所にポケ
ットが設けられてるビジネスシャツ，ワイシャツ，カッターシャツ，カジュアルシャツ，
フランネルシャツ，デニムシャツなどではの衣類には何とか携帯電話又はスマートフォン
等の移動通信機器を収納できても、左胸の箇所に設けられたポケットが比較的小さいポロ
シャツ，一部ブラウスなどの衣類では携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器を収
納することはできないに近かった。衣類自体にポケットが設けられていないトレーナー，
Ｔシャツ，プルオーバー，一部のブラウス，ワンピース，ドレス，セーター，タンクトッ
プ，キャミソールなどの衣類には携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器を収納す
ることはできない。
【０００３】
  また胸の箇所にポケットが設けられてるビジネスシャツ，ワイシャツ，カッターシャツ
，カジュアルシャツ，フランネルシャツ，デニムシャツなどではの衣類においては、この
胸ポケットに携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器を収納し身体の姿勢が前屈み
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になると胸ポケットから携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器が出てしまい地面
に落としてしまい場合によっては破損故障の原因に発展する事にもなっていた。
【０００４】
　そこで携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器の普及に伴い着衣する衣類に携帯
電話を専用に収納すべくポケットの考案がなされている。例えば特許文献１には、ズボン
またはスカートにおいて前腹部に横長の携帯電話専用の収納ポケットを備えた考案がなさ
れている。特許文献２では、衣類の胸ポケットに収納した携帯電話が簡単に落下すること
を防ぐ目的から胸ポケット内に保持バンドを備えた考案がなされている。特許文献３では
、上着の裏であって、胸ポケットの開口端部付近に電磁波防止生地による携帯電話専用ポ
ケットを備えた考案がなされている。               
【０００５】
　ところが、特許文献１ではズボンまたはスカートにおいて前腹部に限定されている。又
特許文献２と特許文献３の両文献は胸ポケットに限定されている。また胸ポケット比較的
大きい上着に限定されている。胸ポケットが小さいワイシャツ又はポロシャツでは特許文
献２と特許文献３のような考案を備えることは困難になる。特許文献１特許文献２と特許
文献３では小型化された携帯電話ならまだしも収納可能となるが、平面積が広くなるスマ
ートフォンでは収納が困難になる。一方、デザイン上の問題から胸ポケットが無いトレー
ナー、Ｔシャツ、タンクトップ、キャミソール、ブラウス、セーターなどには携帯電話又
はスマートフォンを収納するポケットは無いに均しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３３９１１５号公報
【０００７】
【特許文献２】登録実用新案第３０３０９０５号公報
【０００８】
【特許文献３】登録実用新案第３０５３６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、携帯電話又はスマートフォン等の移動通信機器の普及に伴い、携帯
電話又はスマートフォン等の移動通信機器を収納する事ができる事を前提に胸ポケットが
設けられてるビジネスシャツ，ワイシャツ，カッターシャツ，カジュアルシャツ，フラン
ネルシャツ，デニムシャツ等の衣類における問題点と収納できるスペースがないポロシャ
ツ，一部のブラウスそして衣類自体にポケットが設けられていないトレーナー，Ｔシャツ
，プルオーバー，一部のブラウス，ワンピース，ドレス，セーター，タンクトップ，キャ
ミソールなどの現状を鑑み、衣服のデザイン上の制約を受けることなく、衣服の着用者に
違和感がなく、携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器の収納と取り出しが容易
に行え、かつ収納した携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器がポケットから落
下することを少なくするすることのできる衣服の脇の脇線に脇ポケットを有する衣類を提
供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
  本発明では、上記課題を解消すべく、
１．衣服の胸側生地と背中側生地とが重なる脇線にあって、前記脇線に接し、前記胸側生
地と前記背中側生地にて構成された脇ポケットを設け、前記脇ポケットを形成する生地を
前記脇ポケットの表生地とした前記脇ポケットの表生地に前記背中側生地が選択され、選
択された前記背中側生地における前記脇線にて胸側生地に対面する脇下から裾までの生地
の形状は、前記脇ポケットの表生地を形成する生地としてコの字型に突出した前記脇ポケ
ット表生地を備えた生地の形状とし、前記脇線に接する前記胸側生地の上に前記脇ポケッ
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ト表生地が備えられた前記脇ポケットにおいて、前記脇ポケットの表生地の上下左右４辺
のうち上端１辺を脇ポケットへの収納物の出し入れの開口部分とし、他の左右両端と下端
の３辺を脇ポケット閉口部分とした前記脇ポケットを設けることを特徴としている。
２．前記脇線に設けられた前記脇ポケットにおいて、前記脇ポケットの開口部分である前
記脇ポケットの表生地上端１辺の形状について、前記脇ポケットの表生地上端１辺の形状
は背中側末端から胸側末端に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角が徐々に大きくし曲線を描
く形状とすることを特徴としている。
３．前記衣服の前記胸側生地と前記背中側生地とが重なる前記脇線にあって、前記脇線に
接し、前記胸側生地と前記背中側生地にて構成された脇ポケットを設け、前記脇ポケット
を形成する生地を前記脇ポケットの裏生地とした前記脇ポケットの裏生地に前記胸側生地
が選択され、選択された前記胸側生地における前記脇線にて前記背中側生地に対面する脇
下から裾までの生地の形状は、前記脇ポケットの裏生地を形成する生地としてコの字型に
突出した前記脇ポケット裏生地を備えた生地の形状とし、前記脇線に接する前記背中側生
地の下に前記脇ポケット裏生地が備えられた前記脇ポケットにおいて、前記脇ポケットを
形成する４辺のうち前記脇線に接する胸側１辺の上部部分を前記脇ポケットへの収納物の
出し入れの開口部分とし、それ以外の前記ポケット胸側の脇線に接する１辺の前記開口部
より下に位置する下部部分と他の前記脇ポケット裏生地の上下両端と背中側の４辺を前記
脇ポケット閉口部分とした前記脇ポケットを設けることを特徴としている。
４．前記脇ポケットの前記脇線に接する前記脇ポケット上端開口部分において、前記脇ポ
ケットの裏生地に対面する前記背中側生地の前記脇ポケット上端開口部分の形状について
、前記背中側生地の前記脇ポケット上端開口部分の形状は前記脇ポケットの内側に向けて
窪むように楕円状の形状とすることを特徴としている。
５．ビジネスシャツ，ワイシャツ，カッターシャツ，カジュアルシャツ，フランネルシャ
ツ，デニムシャツ，ポロシャツ，トレーナー，Ｔシャツ，プルオーバー，ベスト，ブラウ
ス，ワンピース，ドレス，セーター，タンクトップ，キャミソールから選ばれることを特
徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に記載の発明によれば、衣服の脇線箇所にて背中側生地を部分延長して脇ポケ
ットの生地として活用することにより衣服のデザイン上の制約を受けることなく、脇ポケ
ットを形成することができ、脇ポケットの形成に伴う生地の厚みを最小限にして衣服の着
用者に着用の違和感が伴うことなく携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器を容
易に収納と取り出しができ、さらに携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器がポ
ケットから落下することを少なくすることができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明を実施するにあたり、脇ポケッ
トの開口部の背中側末端から胸側末端に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角が徐々に大きく
し曲線を描くように脇ポケットの上端開口部分とすることによって携帯電話又はスマート
フォンなどの携帯通信機器の出し入れが円滑となり容易になる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明によれば、衣服の脇線箇所にて胸側生地を部分延長して脇ポケッ
トの生地として活用することにより衣服のデザイン上の制約を受けることなく、脇ポケッ
トを形成することができ、脇ポケットの形成に伴う生地の厚みを最小限にして衣服の着用
者に着用の違和感が伴うことなく携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器を容易
に収納と取り出しができ、さらに携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器がポケ
ットから落下することを少なくすることができる。
【００１４】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項３に記載の発明を実施するにあたり、脇ポケッ
ト上端開口部分の背中側生地の形状を内側に向けてえぐられるよう楕円状の形状としてい
る。このように内側に向けて楕円状の形状とすることによって脇ポケットの入り口開口部
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分が開きやすくなり脇ポケットに手の出し入りもし易くなる事から脇ポケットへの物の出
し入れが円滑に行え容易になる。脇ポケットに携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通
信機器を収納した場合に収納した機器の上端の端が脇ポケットから少しだけ出てより取り
出しやすくもなる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、ワイシャツ、カジュアルシャツ、ビジネスシャツ、カ
ッターシャツ、ポロシャツ、トレーナー、Ｔシャツ、プルオーバー、ブラウス、ワンピー
ス、セーター、タンクトップ、キャミソールから選択される衣服においてデザイン上の制
約を受けることなく、着用者が使いやすい位置に携帯電話又はスマートフォンなどの携帯
通信機器を収納と取り出しができる脇ポケットを設けた衣服にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】脇のポケットの位置関係を示す説明図である。
【図２】脇のポケット部分の拡大した説明図である。
【図３】ＡーＢ間の断面図である。
【図４】ＣーＤ間の断面図である。
【図５】脇のポケット部分の拡大した説明図である。
【図６】Ａ２ーＢ２間の断面図である。
【図７】Ｃ２ーＤ２間の断面図である。
【図８】脇のポケットの位置関係を示す説明図である。
【図９】脇のポケット部分の拡大した説明図である。
【図１０】ＥーＦ間の断面図である。
【図１１】ＧーＨ間の断面図である。
【図１２】脇のポケット部分の拡大した説明図である。
【図１３】Ｅ２ーＦ２間の断面図である。
【図１４】Ｇ２ーＨ２間の断面図である。
【図１５】脇のポケットの位置関係を示す説明図である。
【図１６】脇のポケット部分の拡大した説明図である。
【図１７】縫いつけるポケットのサイズに裁断された生地の図である。
【図１８】通常の襟のある衣服の側面図である。
【図１９】脇の生地を重ね縫いする箇所の説明図である。
【図２０】脇の生地を重ね縫いする箇所の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１と図８と図１５と図１８は袖がある衣服の左側側面からの図である。説明の便宜上
、袖が存在する衣服として説明し袖にあたる部分は正面胸部側に向けて伸ばした状態にし
てある。本発明における実施形態の説明では袖がある衣服を例にとり説明している。袖６
が存在する衣服であるビジネスシャツ，ワイシャツ，カッターシャツ，カジュアルシャツ
，フランネルシャツ，デニムシャツ，ポロシャツ，トレーナー，Ｔシャツ，プルオーバー
，ブラウス，ワンピース，ドレス，セーターなどの衣服１では通常、大きく分けて腹部胸
部に該当する衣服の正面部分の生地と背中にあたる衣服の後面部分の生地と右側袖左側袖
の生地と襟の部分の生地から成り立っている。また襟部分７が存在しないトレーナー，Ｔ
シャツなどは腹部胸部に該当する衣服の正面部分と背中にあたる衣服の後面部分と袖部分
５の生地から成り立っている。袖部分６と襟部分７が存在しないタンクトップ，キャミソ
ールでは腹部胸部に該当する衣服の正面部分と背中にあたる衣服の後面部分の２枚の生地
から成り立っている。但しキャミソールは両肩に肩ストラップが存在する。これらの衣類
では腹部胸部に該当する衣服の正面部分と背中にあたる衣服の後面部分の生地は右側脇と
左側脇の両脇において、衣服の胸側生地と背中側生地が重ね縫いされている脇線４にて接
合縫製されている。主な重ね縫いの縫製方法は、一つの方法として図１９に示すようにそ
れぞれの生地を接合箇所にて上下に重ねて糸で接合縫製する。また別な方法として図２０
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に示すように、それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側へ折り込み折り込んだ生地同士
を重ねて糸で接合縫製する。又実施形態の説明の便宜上、腹部胸部を覆う衣服の正面部分
の生地を胸側生地２と略称し、背中を覆う衣服の後面部分の生地を背中側生地３と略称す
る。そして衣服の両脇において胸側生地２と背中側生地３とが重ね縫いされ接合縫製され
ている箇所を脇線と呼称する。説明図面において縫い目箇所の端と生地で隠れる縫製糸に
関しても破線にて表示する。尚、以下に示す第１実施形態から第３実施形態においては、
本発明のポケット８、１５、２５についての説明に特化する目的から胸側生地２と背中側
生地３のそれぞれ生地の裁断の形と縫製方法は腕の脇ｉ点から裾ｊ点までに限定して説明
し、腕の脇ｉ点から上部の袖６の取り付け部分と襟６までの区間における胸側生地２と背
中側生地３のそれぞれ生地の裁断の形と縫製方法は従来と同じであることから省略する。
【実施例１】
【００１８】
  図１では、実施例１における衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３とをつなぎ合わせ
るために重ね縫いする脇の縫い目箇所である脇線４に脇ポケット８を設けた衣服の左側側
面からの外観図である。図２は図１９に示すように衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地
３それぞれの生地を接合箇所にて上下に重ねて糸で接合縫製する方法における衣服の脇の
脇線に設ける脇ポケット８のポケット部分を拡大した説明図である。図２における図面上
のＡーＢとＣーＤは断面でありＡーＢ間の断面図は図３に示し、ＣーＤ間の断面図は図４
に示す。図５は図２０に示すように衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生
地を接合箇所にて衣服の裏側へ折り込み折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合縫製する方
法における脇のポケット部分を拡大した説明図である。図５における図面上のＡ２ーＢ２
とＣ２ーＤ２は断面でありＡ２ーＢ２の断面図は図６に示し、Ｃ２ーＤ２の断面図は図７
に示す。
【００１９】
  最初に衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて上下に重
ねて糸で接合縫製する方法に関して説明すると図１に示すように脇ポケット８の設置箇所
は、袖５が縫いつけられている脇下から垂直にある衣服の胸側生地と背中側生地が重ね縫
いされている脇線４にて接合され重ね縫いされている箇所に設けられている。図２では、
衣服の胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いされる脇線４箇所に設けた脇ポケット８部分
に関して説明した説明図である。衣服の胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いされる脇線
４におけるｉ点から裾ｊ点までの胸側生地２と背中側生地３それぞれの生地の末端の裁断
の形に関しては、脇ポケット８の表生地となる部分の生地を形成するにあたり脇ポケット
８の表生地の形となるｋ点から始まりｐ点，ｎ点そしてｍ点までの生地の形分だけ背中側
生地３が延長されている。従って本発明の脇ポケット８が設けられているｉ点から裾ｊ点
までの背中側生地３の裁断の形は、ｉ点を基点に裾ｊ点までの区間を見るとｉ点から始ま
りｋ点ｐ点ｎ点ｍ点そしてｊ点を結ぶ形の裁断となる。一方、胸側生地２の場合は、背中
側生地３と重ね縫いされる末端部分における裁断の形は、ｉ点から始まりｋ点ｍ点そして
ｊ点を結ぶ直線形の裁断となる。
【００２０】
  腕脇下から始まる胸側生地２と背中側生地３が接合重ね縫いするｉ点からｋ点とｍ点か
ら裾ｊ点の２区間においては、図２のＡーＢ断面を図３に示す。図３に示すように衣服の
胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いする脇線４において、胸側生地２の上に背中側生地
３が重なり縫製糸にて重ね縫いされている。
【００２１】
　本発明の脇ポケット８に関しての重ね縫いについては、図２に示すようにｋ点からｍ点
の重ね縫いが重ね縫い箇所９であり、脇ポケット生地として背中側生地３が延長されてい
るｐ点からｎ点までの重ね縫いが重ね縫い箇所１０となり、そしてｎ点からｍ点までの重
ね縫いが重ね縫い箇所１１となる。図２においてｋ点からｍ点までの重ね縫い箇所までの
断面としてＣーＤ間断面とし、このＣーＤ間断面図を図４に示す。図４のＣーＤ間断面に
示すように背中側生地３が脇ポケット生地として延長されたｐ点からｎ点までは重ね縫い
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箇所１０にて胸側生地２に重ね縫いされ固定され、ｋ点からｍ点までは重ね縫い箇所９に
て固定されて脇ポケット８として左右両側面は閉じられる。脇ポケット８の下端であるｎ
点からｍまでに関してはｐ点からｎ点までの重ね縫い箇所１０と同様の重ね縫いの形態と
する。これで脇ポケット表生地はポケット８として胸側生地２に左右両サイドと底辺であ
る下端は重ね縫いされ閉じられて固定される。一方脇ポケット８の出し入れ口である脇ポ
ケット開口部ｋ点からｐ点までの区間は、開口部として役目上重ね縫いは行わない。従っ
て脇ポケット８として胸側生地２が延長された脇ポケット生地の重ね縫い箇所は、ｋ点か
らｍ点までの区間とｍ点からｎ点までの区間とｎ点からｐ点までの区間の３区間となる。
【００２２】
　次に衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側
へ折り込み、折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合縫製する方法に関して述べる。図５で
は、実施例１における衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３とをつなぎ合わせるために
重ね縫いする脇の縫い目箇所に脇ポケット８を設けた衣服の左側側面からの外観図である
。図５は図２０に示すように衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接
合箇所にて衣服の裏側へ折り込み折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合縫製する方法にお
ける衣服の脇の脇線に設ける脇ポケット８の部分を拡大した説明図である。図５における
図面上のＡ２ーＢ２とＣ２ーＤ２は断面でありＡ２ーＢ２間の断面図は図６に示し、Ｃ２
ーＤ２間の断面図は図７に示す。
【００２３】
  衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側へ折
り込み、折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合縫製する方法に関して説明すると図１に示
すように脇ポケット８の設置箇所は、袖６が縫いつけられている脇下から垂直にある衣服
の胸側生地と背中側生地が重ね縫いされている脇線４にて接合され重ね縫いされている箇
所に設けられている。図５において、衣服の胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いされる
脇線４におけるｉ点から裾ｊ点までの胸側生地２と背中側生地３それぞれの生地の末端の
裁断の形に関しては、脇ポケット８の表生地となる部分の生地を形成するにあたり脇ポケ
ット８の表生地の形となるｋ点から始まりｐ点，ｎ点そしてｍ点までの生地の形分だけ背
中側生地３が延長されている。従って本発明の脇ポケット８が設けられているｉ点から裾
ｊ点までの背中側生地３の裁断の形は、ｉ点を基点に裾ｊ点までの区間を見るとｉ点から
始まりｋ点ｑ点ｐ点ｎ点ｍ点そしてｊ点を結ぶ形の裁断となる。一方、胸側生地２の場合
は、背中側生地３と重ね縫いされる末端部分における裁断の形は、ｉ点から始まりｋ点ｍ
点そしてｊ点を結ぶ直線形の裁断となり、衣服の裏側へ折り込まれる分だけ生地が延長さ
れこの部分が生地同士を重ねて糸で接合縫製される。
【００２４】
  脇下から始まる胸側生地と背中側生地が接合重ね縫いするｉ点からｋ点とｍ点から裾ｊ
点の２区間においては、図５のＡ２ーＢ２断面を図６に示す。図６に示すように衣服の胸
側生地と背中側生地が重ね縫いする脇線４において、衣服の胸側生地２と衣服の背中側生
地３それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側へ折り込み折り込んだ生地同士を重ねて糸
で接合縫製されている。
【００２５】
　本発明の脇ポケット８に関しての重ね縫いについては、図５に示すようにｋ点からｍ点
の重ね縫いが重ね縫い箇所１２であり、脇ポケット生地として背中側生地３が延長されて
いるｐ点からｎ点までの重ね縫いが重ね縫い箇所１３となり、そしてｎ点からｍ点までの
重ね縫いが重ね縫い箇所１４となる。図５においてｋ点からｍ点までの重ね縫い箇所まで
の断面としてＣ２ーＤ２間断面とし、このＣーＤ間断面図を図７に示す。図７のＣ２ーＤ
２間断面に示すように背中側生地３が脇ポケット生地として延長されたｐ点からｎ点まで
は重ね縫い箇所１３にて胸側生地２に重ね縫いされ固定され、ｋ点からｍ点までは重ね縫
い箇所１２にて固定されてポケットとして左右両側面は閉じられる。脇ポケット８の下端
であるｎ点からｍまでに関してはｐ点からｎ点までの重ね縫い箇所１３と同様の重ね縫い
の形態とする。これで脇ポケット表生地は脇ポケット８として胸側生地２に左右両サイド
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と底辺である下端は重ね縫いされ閉じられて固定される。一方脇ポケット８の出し入れ口
である脇ポケット開口部ｋ点からｐ点までの区間は、開口部として役目上重ね縫いは行わ
ない。従って脇ポケット８として胸側生地２が延長された脇ポケット生地の重ね縫い箇所
は、ｋ点からｍ点までの区間とｍ点からｎ点までの区間とｎ点からｐ点までの区間の３区
間となる。
【００２６】
  本発明の実施例１では、図２と図５に示すように脇ポケット８の開口部ｋ点からｐ点ま
での区間において、脇ポケット上端開口部分の生地末端の形状を背中側の縫いつけ部分が
最も高く胸側の縫いつけ部分に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角が徐々に大きくし曲線を
描くように脇ポケット生地の上端開口部分の生地をカットすることとしている。本発明の
ように腕脇下に近い位置に脇ポケットがあると、多くの人は脇ポケット斜め上方から物の
出し入れをしようとする。仮に左腕脇下に本発明の脇ポケット８があると仮定しこの脇ポ
ケット８に携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器の出し入れを想定した場合、
人は右手に携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器を持ってポケット右斜め上方
からポケットに入れようとする。又出すときも右手をポケットに入れて携帯電話又はスマ
ートフォンなどの携帯通信機器をつかんで出したりする。このような手の動きからすると
仮に脇ポケット８の開口部ｋ点からｐ点までが直線だったとすると脇ポケット８の右側つ
まり胸側の上端部分が物の出し入れする時に物や手がひかかってしまうなどの不便さが想
定される。従ってこのような人の行動から見ても脇ポケット８の右側つまり胸側の縫いつ
け位置を低くし逆に背中側を高くして、脇ポケット８の背中側の縫いつけ位置から胸側の
縫いつけ位置に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角が徐々に大きくし曲線を描くように脇ポ
ケット８の上端開口部分の生地末端の形状をカットする方法を用いた方が、携帯電話又は
スマートフォンなどの携帯通信機器の出し入れが円滑となり容易になる。
【実施例２】
【００２７】
  図８では、実施例２における衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３とをつなぎ合わせ
るために重ね縫いする脇の縫い目箇所である脇線４に脇ポケット１５を設けた衣服の左側
側面からの外観図である。図９は図１９に示すように衣服の胸側生地２と衣服の背中側生
地３それぞれの生地を接合箇所にて上下に重ねて糸で接合縫製する方法における脇ポケッ
ト部分の拡大した説明図である。図９における図面上のＥーＦとＧーＨは断面でありＥー
Ｆ間の断面図は図１０に示し、ＧーＨ間の断面図は図１１に示す。図１２は図２０に示す
ように衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側
へ折り込み、折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合縫製する方法における脇ポケット部分
の拡大した説明図である。図１２における図面上のＥ２ーＦ２とＧ２ーＨ２は断面であり
Ｅ２ーＦ２の断面図は図１３に示し、Ｇ２ーＨ２の断面図は図１４に示す。
【００２８】
  衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて上下に重ねて糸
で接合縫製する方法に関して説明すると図９に示すように脇ポケット１５の設置箇所は、
袖６が縫いつけられている脇下から垂直にある衣服の胸側生地と背中側生地が重ね縫いさ
れている脇線４にて接合され重ね縫いされている箇所に設けられている。図９では、衣服
の胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いされる脇線４における衣服の脇の脇線に設ける脇
ポケット１５のポケット部分を拡大した説明図である。衣服の胸側生地２と背中側生地３
が重ね縫いされる脇線４におけるｉ点から裾ｊ点までの胸側生地２と背中側生地３それぞ
れの生地の末端の裁断の形に関しては、脇ポケット１５の裏生地となる部分の生地を形成
するにあたり脇ポケット１５の裏生地の形となるｑ点始まりｒ点、ｓ点そしてｔ点までの
生地の形分だけ胸側生地２が延長されている。従って本発明の脇ポケット１５が設けられ
ているｉ点から裾ｊ点までの胸側生地２の裁断の形は、ｉ点を基点に裾ｊ点までの区間を
見るとｉ点から始まりｑ点ｒ点ｓ点ｔ点そしてｊ点を結ぶ形の裁断となる。一方、胸側生
地２の場合は、背中側生地３と重ね縫いされる末端部分における裁断の形は、ｉ点から始
まりｑ点ｕ点ｔ点そしてｊ点を結ぶ直線形の裁断となる。但し脇ポケット１５の開口部ｑ
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点からｕ点までの区間において、脇ポケット上端開口部分の生地の形状を内側にえぐられ
るよう楕円状の形状に背中側生地３をカットする。
【００２９】
  脇下から始まる胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いするｉ点からｑ点とｔ点から裾ｊ
点の２区間においては、図９のＥーＦ断面を図１０に示す。図１０に示すように衣服の胸
側生地２と背中側生地３が重ね縫いする脇線４において、胸側生地２の上に背中側生地３
が重なり縫製糸にて重ね縫いされている。
【００３０】
　図９に示す本発明の実施例２における脇ポケット１５に関しての重ね縫いについては、
脇ポケット生地として胸側生地２が延長されているｑ点からｒ点までの重ね縫いが重ね縫
い箇所１６とし、ｔ点からｓ点までの重ね縫いが重ね縫い箇所１８とする。そしてｒ点か
らｓ点までの重ね縫いが重ね縫い箇所１７とする。ｕ点からｔ点までの重ね縫いを重ね縫
い箇所１９とする。図９において脇ポケット１５の断面図として代表としてＧーＨ間断面
を図１１に示す。図９に示すように胸側生地２が脇ポケット生地としてｑ点ｒ点ｓ点ｔ点
を結ぶ区間が延長されており、図１１によるＧ－Ｈ間断面図のようにｒ点からｓ点までの
重ね縫いの部分は重ね縫い箇所１７にて上に背中側生地３そして下に脇ポケット１５の分
だけ延長された胸側生地２が上下に重なり縫製糸にて接合縫製されている。ｔ点からｊ点
の重ね縫いの延長線上にあるｔ点からｕ点においては重ね縫い箇所１９にて上に背中側生
地３そして下に胸側生地２となって上下に重なり縫製糸にて接合縫製されている。断面図
では省略しているが、ｑ点からｒ点における重ね縫い箇所１６とｔ点からｓ点における重
ね縫い箇所１８においても上記に述べた重ね縫い箇所１７と同様の重ね縫いの形態である
。脇ポケット１５の出し入れ口である開口部であるｑ点からｕ点までの区間は、開口部と
して役目上重ね縫いは行わない。
これによって脇ポケット開口部であるｑ点からｕ点以外の脇ポケット作成による延長され
た胸側生地２の脇ポケット形成裏生地は脇ポケット１５として背中側生地３に左右両サイ
ドと底辺である下端は重ね縫いされ閉じられて固定される。即ち、脇ポケット裏生地とし
て胸側生地２が延長された脇ポケット生地の重ね縫い箇所は、ｑ点からｒ点までの区間と
ｒ点からｓ点までの区間とｓ点からｔ点までの区間とｓ点までの区間とｔ点からｕ点まで
の区間の４区間となる。
【００３１】
　次に衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側
へ折り込み折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合縫製する方法に関して述べる。図８では
、第２実施形態における衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３とをつなぎ合わせるため
に重ね縫いする脇の縫い目箇所である脇線に脇ポケット１５を設けた衣服の左側側面から
の外観図である。図１２は図２０に示すように衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３そ
れぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側へ折り込み折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合
縫製する方法における脇ポケット部分の拡大した説明図である。図１２における図面上の
Ｅ２ーＦ２とＧ２ーＨ２は断面でありＥ２ーＦ２間の断面図は図１３に示し、Ｇ２ーＨ２
間の断面図は図１４に示す。
【００３２】
  衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側へ折
り込み折り込んだ生地同士を重ねて糸で接合縫製する方法に関して説明すると図２０に示
すように脇ポケット１５の設置箇所は、袖６が縫いつけられている脇下から垂直にある衣
服の胸側生地と背中側生地が重ね縫いされている脇線４にて接合され重ね縫いされている
箇所に設けられている。図１２において、衣服の胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いさ
れる脇線４におけるｉ点から裾ｊ点までの胸側生地２と背中側生地３それぞれの生地の末
端の裁断の形に関しては、脇ポケット１５の裏生地となる部分の生地を形成するにあたり
脇ポケット１５の裏生地の形となるｑ点始まりｒ点、ｓ点そしてｔ点までの生地の形分だ
け胸側生地２が延長されている。従って本発明の脇ポケット１５が設けられているｉ点か
ら裾ｊ点までの胸側生地２の裁断の形は、ｉ点を基点に裾ｊ点までの区間を見るとｉ点か
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ら始まりｑ点ｒ点ｓ点ｔ点そしてｊ点を結ぶ形の裁断となる。一方、胸側生地２の場合は
、背中側生地３と重ね縫いされる末端部分における裁断の形は、ｉ点から始まりｑ点ｕ点
ｔ点そしてｊ点を結ぶ直線形の裁断となる。但し脇ポケット１５の開口部ｑ点からｕ点ま
での区間において、脇ポケット上端開口部分の生地の形状を内側にえぐられるよう楕円状
の形状に背中側生地３をカットする。ｉ点からｑ点とｔ点からｊ点の２区間は、衣服の裏
側へ折り込まれる分だけ生地が延長されこの部分が生地同士を重ねて糸で接合縫製される
。
【００３３】
  脇下から始まる胸側生地と背中側生地が重ね縫いするｉ点からｋ点とｍ点から裾ｊ点の
２区間においては、図１２のＥ２ーＦ２断面を図１３に示す。図１３に示すように衣服の
胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いする脇線４において、衣服の胸側生地２と衣服の背
中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて衣服の裏側へ折り込み折り込んだ生地同士を重
ねて糸で接合縫製されている。
【００３４】
　図１２に示す本発明の実施例２における脇ポケット１５に関しの重ね縫いについては、
脇ポケット生地として胸側生地２が延長されているｑ点からｒ点までの重ね縫いが重ね縫
い箇所２０とし、ｔ点からｓ点までの重ね縫いが重ね縫い箇所２２とする。そしてｒ点か
らｓ点までの重ね縫いが重ね縫い箇所２１とする。ｕ点からｔ点までの重ね縫いを重ね縫
い箇所２３とする。図１２において脇ポケット１５の断面図として代表としてＧ２ーＨ２
間断面を図１４に示す。図１２に示すように胸側生地２が脇ポケット生地としてｑ点ｒ点
ｓ点ｔ点を結ぶ区間が延長されており、図１７によるＧ２－Ｈ２間断面図のようにｒ点か
らｓ点までの重ね縫いの部分は重ね縫い箇所２１にて上に背中側生地３そして下に脇ポケ
ット１５の分だけ延長された胸側生地２が上下に重なり縫製糸にて接合縫製されている。
ｔ点からｊ点の重ね縫いの延長線上にあるｔ点からｕ点においては重ね縫い箇所２３にて
上に背中側生地３そして下に胸側生地２となって上下に重なり縫製糸にて接合縫製されて
いる。断面図では省略しているが、ｑ点からｒ点における重ね縫い箇所２０とｔ点からｓ
点における重ね縫い箇所２２においても上記に述べた重ね縫い箇所２１と同様の重ね縫い
の形態である。脇ポケット１５の出し入れ口である開口部であるｑ点からｕ点までの区間
は、開口部として役目上重ね縫いは行わない。これによって脇ポケット開口部であるｑ点
からｕ点以外の脇ポケット作成による延長された胸側生地２のポケット形成裏生地は脇ポ
ケット１５として背中側生地３に左右両サイドと底辺である下端は重ね縫いされ閉じられ
て固定される。即ち、脇ポケット裏生地として胸側生地２が延長された脇ポケット生地の
重ね縫い箇所は、ｑ点からｒ点までの区間とｒ点からｓ点までの区間とｓ点からｔ点まで
の区間とｓ点までの区間とｔ点からｕ点までの区間の４区間となる。
【００３５】
　実施例２の発明のように脇ポケット１５の入り口が狭くなっていると物の出し入れがし
にくくなる傾向になる。仮に脇ポケット１５の開口部ｑ点からｕ点までが直線だったとす
ると脇ポケット１５の入り口が下の生地と重なって塞がり狭くなって入れにくくなるなど
の不便さが想定される。このような状態を解消すべく本発明の第２実施形態では図９と図
１２に示すように脇ポケット１５の開口部ｑ点からｕ点までの区間において、脇ポケット
上端開口部分の生地の形状を内側にえぐられるよう楕円状の形状に生地をカットすること
としている。脇ポケット上端開口部分の生地の形状を内側に向けてえぐられるよう楕円状
の形状に生地をカットている。このように内側に向けて楕円状の形状に生地をカットする
ことによって脇ポケット１５の入り口開口部分が開きやすくなり脇ポケット１５に手の出
し入りもし易くなる事からポケットへの物の出し入れが円滑に行え容易になる。脇ポケッ
ト１５に携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器を収納した場合に収納した機器
の上端の端がポケットから少しだけ出て取り出しやすくもなる。
【実施例３】
【００３６】
  図１５では、実施例３における衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３とをつなぎ合わ
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せるために重ね縫いする脇の縫い目箇所である脇線に脇ポケット２５を設けた衣服の左側
側面からの外観図である。図１６は図１９又は図２０に示すように衣服の胸側生地２と衣
服の背中側生地３それぞれの生地を接合箇所にて上下又は左右にて重ねて糸で接合縫製す
る方法における脇ポケット部分の拡大した説明図である。実施例３の説明では、衣服の胸
側生地２と衣服の背中側生地３共に生地の延長はない為、図１９又は図２０に示す衣服の
胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を脇線箇所にて上下又は左右にて重ねて
糸で接合縫製する方法とも区別することなく説明する。よって実施例１並びに実施例２に
記した断面図も省略する。
【００３７】
  衣服の胸側生地２と衣服の背中側生地３それぞれの生地を腕脇下ｉ点から裾ｊ点かけて
脇線４にて糸で接合縫製する方法に関して説明すると図１５に示すように脇ポケット２５
の設置箇所は、袖６が縫いつけられている脇下から垂直にある衣服の胸側生地と背中側生
地が重ね縫いされている脇線４にて接合され重ね縫いされている箇所４の線上に設けられ
ている。図１６では、衣服の胸側生地２と背中側生地３が重ね縫いされる脇線４における
脇ポケット２５の部分を拡大した説明図である。実施例３では衣服の胸側生地２と背中側
生地３とそれぞれの生地を重ね縫いされる重ね縫い脇線４において特段記述する変更点は
ない。
【００３８】
　図１６に示す本発明の実施例３における脇ポケット２５に関しては、図１７に示す脇ポ
ケットの生地２５が別に作られており、その脇ポケット２５の生地を衣服の胸側生地２と
背中側生地３とそれぞれの生地を重ね縫いされる脇線４の線上に脇ポケット２５の生地を
直接表の生地に上から縫いつける。ｖ点からｗ点の重ね縫いが重ね縫い箇所２６であり、
背中側生地３の上に縫いつけられる。ｗ点からｙ点の重ね縫いが重ね縫い箇所２７であり
、ｗ点から見ると背中側生地３に縫いつけられ途中で胸側生地２と背中側生地３が重ね縫
いされる脇線４を通過した時点にてｙ点まで胸側生地２の上に縫いつけられる。ｙ点から
ｚ点の重ね縫いが重ね縫い箇所２８であり、胸側生地２の上に縫いつけられる。これで脇
ポケット生地は脇ポケット２５として衣服に対し左右両サイドと底辺である下端は重ね縫
いされ閉じられて固定される。一方脇ポケット２５の出し入れ口である開口部ｖ点からｚ
点までの区間は、開口部として役目上重ね縫いは行わない。従って脇ポケット２５として
ポケット生地の重ね縫い箇所は、ｖ点からｗ点までの区間とｗ点からｙ点までの区間とｙ
点からｚ点までの区間の３区間となる。
【００３９】
  本発明の実施例３では、図１６示すように脇ポケット２５の開口部ｋ点からｐ点までの
区間において、脇ポケット上端開口部分の生地末端の形状を背中側の縫いつけ部分が最も
高く胸側の縫いつけ部分に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角が徐々に大きくし曲線を描く
ように脇ポケット生地２５の上端開口部分の生地をカットすることとしている。本発明の
ように腕脇下に近い位置に脇ポケット２５があると、多くの人は脇ポケット斜め上方から
物の出し入れをしようとする。仮に左腕脇下に本発明の脇ポケット２５があると仮定しこ
の脇ポケット２５に携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器の出し入れを想定し
た場合、人は右手に携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器を持ってポケット右
斜め上方から脇ポケット２５に入れようとする。又出すときも右手を脇ポケット２５に入
れて携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器をつかんで出したりする。このよう
な手の動きからすると仮に脇ポケット２５の開口部ｋ点からｐ点までが直線だったとする
と脇ポケット２５の右側つまり胸側の上端部分が物の出し入れする時に物や手がひかかっ
てしまうなどの不便さが想定される。従ってこのような人の行動から見ても脇ポケット２
５の右側つまり胸側の縫いつけ位置を低くし逆に背中側を高くして、脇ポケット２５の背
中側の縫いつけ位置から胸側の縫いつけ位置に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角が徐々に
大きくし曲線を描くように脇ポケット２５の上端開口部分の生地末端の形状をカットする
方法を用いた方が、携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器の出し入れが円滑と
なり容易になる。
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【００４０】
 次に前記実施例１から実施例３に記載のように構成された本実施例の特徴について説明
する。通常の胸ポケットの場合は、身体の姿勢を前屈みにすると胸ポケットから入れてい
た財布とか定期券とかの物が落ちてしまう事がたびたびあった。携帯電話又はスマートフ
ォンなどの携帯通信機器の普及に伴い、当然この胸ポケットに携帯電話又はスマートフォ
ンなどの携帯通信機器を入れて収納していたが重量物であるが故に身体の姿勢を前屈みす
ると容易くポケットからはみ出てよく地面に落とすなどの問題点があった。勢いよくポケ
ットから飛び出したり落とした地面の状況により携帯電話又はスマートフォンなどの携帯
通信機器が破損したり壊れたりしていた。従って身体の姿勢を前屈みにしても収納してい
る携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器が飛び出しにくい位置にかつ携帯電話
又はスマートフォンなどの携帯通信機器を簡単に収納と取り出しが出来る位置にポケット
を設ける必要性があった。また携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器のシステ
ムには、インターネットから音楽をダウンロードしてイヤホーンを繋いで音楽を聴ける機
能が搭載されていることから、耳から近い位置に携帯電話又はスマートフォンなどの携帯
通信機器を収納できる所があればもっと便利になる。
【００４１】
本発明の前記実施例１から実施例３では、近年の携帯電話又はスマートフォンなどの携帯
通信機器の普及に伴い、季節を問わず、通常の人の行動に差し支えが生じることなく衣服
のデザイン性を損なうことなく携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器の収納と
取り出しが容易に行える事を前提に考えられている。　本発明の脇ポケットでは、脇の特
性上から通常の胸ポケットの位置よりも低い位置に設けられている。このことから左側脇
ポケットに限定すると右手を左脇に移動するだけで携帯電話又はスマートフォンなどの携
帯通信機器を収納取り出しが安易に行えることができる。本発明の衣服を着用している人
が立った姿勢でも椅子等に座った姿勢でも安易に収納と取り出しをすることが出来る。
【００４２】
　本発明では、身体の姿勢を前屈みにしても収納している携帯電話又はスマートフォンな
どの携帯通信機器が飛び出しにくい位置かつ簡単にポケットへの収納と取り出しが出来る
位置にポケットを設けることを第１条件とするもののファション性を損なうことなく又縫
製のし易さも考慮した脇の脇線に脇ポケットを有する衣類としている。脇の縫い目の脇線
箇所を脇ポケットとして活用する為に縫製加工もし易くなる。脇ポケットの位置関係上の
問題から脇の縫い目の脇線箇所を全体的胸側に移動させても逆に背中側に後退させても良
い。
【００４３】
  本発明の衣服の脇線に脇ポケットを設ける説明では、時代の特性上からポケットに収納
するものを携帯電話又はスマートフォンなどの携帯通信機器を中心に説明を行っているが
、本発明に関しての衣服の脇線に設ける脇ポケットは携帯電話又はスマートフォンなどの
携帯通信機器に限定することなく財布だとか定期券などの収容物も収納可能としている。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
  本発明は、衣服の脇に脇ポケットを有する衣類を製造する産業で利用される。
【符号の説明】
【００４５】
　　２　胸側生地
    ３  背中側生地
    ４  胸側生地と背中側生地とをつなぎ合わせ重ね縫いする脇の縫い目箇所である脇線
    ５  袖
    ６  袖の生地を縫いつける箇所
    ７  襟
    ８  第１実施形態ポケット
  １５  第２実施形態ポケット
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  ２５  第３実施形態ポケット                             
  ｉ点  腕の脇下
  ｊ点  裾
【要約】　　　（修正有）
【課題】携帯電話又はスマートフォンなどの普及に伴い、季節を問わず、衣服のデザイン
性を損なうことなく携帯電話又はスマートフォンなどの収納と取り出しが容易に行える衣
服の脇ポケットを提供する。
【解決手段】衣服の胸側生地と背中側生地とをつなぎ合わせるために重ね縫いする脇の縫
い目箇所である脇線において、胸側生地又は背中側生地の何れか一方の生地をポケット形
成生地として選択し、その選択した生地をポケットを形成するに必要なだけ延長し裁断し
てポケット生地として衣服に縫いつけ脇ポケット８を設け、ポケットとなる生地を別に作
成し衣服に生地に縫いつけ脇ポケットを設け、脇ポケットの開口部の生地の裁断の形状を
背中側の縫いつけ部分が最も高く胸側の縫いつけ部分に向けて徐々に低くし、かつ傾斜角
が徐々に大きくし曲線を描くように裁断した形状のポケット開口部を用いる。
【選択図】図２
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